
 

日 薬 業 発 第 85 号 

令和４年６月 20 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 田尻 泰典 

 
 

救急蘇生法の指針 2020（市民用）の周知等について（依頼） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます 

標記について、厚生労働省医政局地域医療計画課から別添のとおり連絡があり

ましたのでお知らせいたします。 

一般市民を対象とするＡＥＤを含めた心肺蘇生法の教育、講習内容については、

「救急蘇生法の指針 2015（市民用）の有効活用及び周知等について」（平成 28年

４月 21日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知。令和４年５月 27日日薬

業発第 94号にて追補版を既報）等によって周知してきたところです。 

今般、日本救急医療財団心肺蘇生法委員会において、「救急蘇生法の指針 2020

（市民用）」が作成・公表されました。同指針は学校、駅等の公共施設、商業施設

等の幅広い場所で活用することを想定しているため、各箇所における独自の危機

管理マニュアルを作成する際には必要に応じて参考にされたいとのことです。 

つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

＜参考＞ 

厚生労働省ホームページ> 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 

医療 > 救急医療 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html 

 












